
教育委員会定例会日程 

平成２５年６月２５日 

１ 開 会 

２ 前回会議録の承認 

３ 会議録署名委員の決定

４ 議事 

日程第１ 

議案第１６号

   小田原市就学指導委員会委員の委嘱について        （教育指導課）

日程第２ 

報告第１０号 

 事務の臨時代理の報告（キャンパスおだわら運営委員会委員の委嘱）につい

て                           （生涯学習課）

５ 報告事項

（１）（財）小田原市学校建設公社経営状況の報告について（資料１ 教育総務課）

（２）町田小学校屋内運動場火災復旧事業プロポーザル審査結果について

（資料２ 教育総務課）

（３）教育ネットワークシステムの更新について （資料３ 教育総務課）

（４）体罰の実態把握に係る調査結果について （資料４ 教育指導課）

（５）小田原市内中学校における暴力行為（生徒間暴力）について

（資料４－２ 教育指導課）

（６）史跡小田原城跡御用米曲輪の植栽の取扱いについて （資料５ 文化財課）

（７）ピアノ寄贈式・記念コンサートについて （資料６ 図書館）

（８）青少年の体験交流事業等について （資料７ 青少年課）

６ 議事

日程第３ 

議案第１７号

   工事請負契約の締結について【非公開】          （教育総務課）

７ 閉 会 



議案第１６号

小田原市就学指導委員会委員の委嘱について

小田原市就学指導委員会委員の委嘱について、議決を求める。

 平成２５年６月２５日提出 

小田原市教育委員会 

教育長 前田 輝男 



小田原市就学指導委員会委員候補者名簿

                   任期：平成２５年７月１日～平成２６年６月３０日

№ 選出区分 氏 名 所 属（役職等）

１ 医 師 横田 俊一郎 小児科医

２  〃 山﨑 伸 小児科医

３  〃 山口 隆之 精神科医

４ 学識経験者 瀧本 朝光 小田原市立三の丸小学校長

５   〃 夏苅  宏 小田原市立泉中学校長

６ 本市を管轄する児童相談所職員 根本 顕 小田原児童相談所

７ 本市区域内の特別支援学校教員 中村 尚見 神奈川県立小田原養護学校

８ 特別支援学級設置小学校長 田中 誠 小田原市立下曽我小学校長

９ 小田原市立中学校長 岩崎 由美子 小田原市立千代中学校長

10 特別支援学級担任 杉岡 由紀 小田原市立新玉小学校

11    〃 高杉 隆幸 小田原市立国府津小学校

12    〃 川口 ひで代 小田原市立大窪小学校

13    〃 田村 寿冶 小田原市立鴨宮中学校

14    〃 瀧本 正枝 小田原市立城南中学校

15 教育委員会が必要と認める者 白石 泰夫 心理判定員

16       〃 田中 早苗 心理判定員

17       〃 小倉 直子 心理判定員

18       〃 栢本 惠子 保育課 専門監

19       〃 内田 暁子 障がい福祉課 専門監

20       〃 吉川 由紀子 健康づくり課 主査

21       〃 小川 由野 特別支援教育相談室あおぞら

22       〃 井上 康子 情緒障害児通級教室

23       〃 中野 悦子 ことばの教室

24       〃 桒畑 寿一朗 教育指導課長

25       〃 椎野 美乃 教育研究所長



報告第１０号 

事務の臨時代理の報告（キャンパスおだわら運営委員会委員の委嘱）につい   

て 

小田原市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則（平成１０年小田原 

市教育委員会規則第４号）第４条第１項の規定により、別紙のとおり臨時代理した 

ので、同条第２項の規定により、これを報告する。 

  平成２５年６月２５日提出 

小田原市教育委員会 

教育長 前田 輝男 



キャンパスおだわら運営委員会委員名簿 

任期：平成 25年 6月 1日～平成 27年 5月 31 日 

選出区分別５０音順 

選出区分 氏名 生年 職業等 備考 

学識経験者 金澤
かなざわ

 久美子
く み こ 昭和 

３３年

小田原女子短期大学 

助教 

学識経験者 齊藤
さいとう

 ゆか 
昭和 

４９年

聖徳大学 

准教授 

学識経験者 左京
さきょう

 泰明
やすあき 昭和 

５４年

特定非営利活動法人 

シブヤ大学学長 

学識経験者 三輪
み わ

 建二
けん じ 昭和 

３１年

お茶の水女子大学 

教授 

生涯学習の向上に資す

る活動を行うもの 
有賀
あり が

 かおる 
昭和 

３５年

スクールボランティア 

チーフコーディネーター 

生涯学習の向上に資す

る活動を行うもの 
安藤
あんどう

 恵
めぐみ 昭和 

３８年

小田原市青少年育成推進員

協議会 常任理事 

生涯学習の向上に資す

る活動を行うもの 
岩屋
いわ や

 泰彦
やすひこ 昭和 

３１年

日本新薬株式会社小田原総

合製剤工場 総務課長 

生涯学習の向上に資す

る活動を行うもの 
瀬戸
せ と

 充
みつる 昭和 

８年 

小田原市自治会総連合 

副会長 

生涯学習の向上に資す

る活動を行うもの 
与那嶺
よ な み ね

 信
のぶ

重
しげ 昭和 

２３年
小田原寺子屋スクール  

公募市民 石井
いし い

 悦子
えつ こ 昭和 

３４年
無職  

公募市民 永田
なが た

 圭
けい

志
し 昭和 

５７年
会社員  

教育委員会が必要と認

めるもの 
宮地
みや ち

 妃
ひ

佐子
さ こ 昭和 

３４年

小田原高等学校定時制 

教頭 
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町田小学校屋内運動場火災復旧事業プロポーザル審査結果について 

  小田原市立町田小学校屋内運動場火災復旧事業プロポーザルについては、６月６日開

催の第４回審査委員会において、最優秀提案者が選定されました。これをもとに市で検

討した結果、町田小学校屋内運動場火災復旧事業の契約候補者を決定しました。

１ プロポーザルの審査結果 

（１）最優秀提案者  エス・ケイ・ディ・山一産業特定建設工事共同企業体 

（２）提案内容 

  ア 施設計画概要 

           屋内運動場は、旧屋内運動場の位置へ、プール附属棟は、プールの南側へ建

設する提案であった。 

           屋内運動場の構成は、東側（給食調理場側）へステージ、北側（道路側）へ

器具庫、更衣室等の諸室を配置する計画である。 

           また、災害時の冠水に配慮し、屋内運動場の床高を高くしているが、スロー

プや多目的トイレを設置するなど、バリアフリー化を図っている。 

           さらに、仮設計画等に工夫をこらし、工期の短縮と運動場への影響の減少に

努めている。 

           その他、広域避難場所としての施設整備計画について、要求水準以上の提案

があった。 

  イ 施設規模 

   ・屋内運動場    鉄骨造地上２階建 

（延床面積８７４．６９平方メートル） 

     ・プール附属施設  鉄筋コンクリート造平屋建 

               （延床面積１３１．４３平方メートル） 

   ウ 金額        ３８３，２５０，０００円 

   エ 事業期間      約１０ヵ月（実施設計及び火災復旧工事の期間） 

（３）選定理由 

   最優秀提案者の提案は、学校を通常に運営しながらの早期の再建築という課題に対

し、また、児童の安全、一般利用、災害対策、バリアフリー対応、環境対策について

など多方面にわたる要求に対し、具体的に提案され、さらに、広域避難場所としての

災害対策等、要求水準以上の提案もなされるなど、提案実現に対する強い熱意が感じ

られたことが評価された。 

※優秀提案者（次点者：Ａ特定建設工事共同企業体）提案概要

   狭い敷地を最大限に活用し、高さを抑えた屋内運動場やシンボルツリーなどの景観

への配慮など、利用者にやさしい魅力ある提案であった。 

資 料 ２
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２ プロポーザルの審査概要 

（１）参加資格審査

    ２特定建設工事共同企業体から参加申込みがあり、応募要領で示した参加資格要

件についての審査を行い、全員を合格者とした。

（２）技術提案審査・ヒアリング

    参加資格審査合格者２者全てから技術提案書の提出があり、ヒアリングを実施後、

審査を行った。各者から基本計画、工事施工中の配慮、環境対策、経済性、地域貢

献について提案があり、審査の結果、委員全員が最高得点者とした提案者が最優秀

提案者に選定された。

   ※いずれも提案者名を伏せて審査を行った。

３ プロポーザルの経過 

  平成２５年４月１０日（水） 第１回審査委員会（応募要領、審査方法等の決定）

  平成２５年４月１５日（月） 公募開始

  平成２５年４月３０日（火） 公募締切

平成２５年５月 １日（水） 第２回審査委員会（参加資格審査）

  平成２５年５月 ２日（木） 参加資格審査結果通知

  平成２５年５月３１日（金） 提案書提出期限

  平成２５年６月 ５日（水） 第３回審査委員会（最優秀提案者選定方法について）

  平成２５年６月 ６日（木） 第４回審査委員会（ヒアリング・最優秀提案者選定）

  平成２５年６月１１日（火） 結果公表

４ 審査委員会の構成 

  委員長  小田原市教育部長 

  副委員長 小田原市立小学校長会長 

  委 員  小田原市教育部副部長 

  委 員  小田原市教育部教育総務課長 

  委 員  小田原市総務部長 

  委 員  小田原市建設部長 

  委 員  小田原市建設部建築課長 

５ 今後の予定 

平成２５年６月１８日の仮契約後、予定価格が１億５千万円以上であることから、市

議会で議決を経た後に本契約を締結予定。





教育ネットワークシステムの更新について

１ 平成 25 年度小田原市教育ネットワークシステム賃貸借契約の締結 

（１）受注者 

東日本電信電話 株式会社 神奈川支店

（２）契約日 

平成２５年４月９日

（３）賃貸借期間 

平成２５年１１月１日～平成３０年１０月３１日

（４）契約金額 

￥７８５，１６９，０００（６０ヶ月、均等払）

２ 新システムの全体イメージ 

３ 更新スケジュール 

 資料３－１「更新スケジュール」参照

資料 ３



・受注者：NTT東日本／契約日：平成25年4月9日／賃貸借期間：平成25年11月1日～平成30年10月31日

H25.4 5 6 7 8 9 10 11 12 H26.1 2 3 4 5 …

PC教室機器

職員室機器

グループウェア機能（予定管理、掲示板等）

成績処理機能（出欠席管理、成績管理等）

新システム

緊急情報発信システム ・H26.4、運用開始

新システム試験運用

校務支援システム
・成績処理はH25年度は現システム、H26年度以降
は新システム（校務支援システム）を利用

新システム

導入・研修

研修 試験運用

現システム

現システム

・H25.11、新HPに一斉切替

現システム

研修・新HPの作成 新システム

説明会・研修等

新システム運用サポート（ヘルプデスク・障害対応・運用支援）

導入・研修

新システム説明会 研修（PC教室・職員室・校務支援・HP・緊急情報）

HP作成支援システム

◎更新スケジュール

分類
契約・利用期間

備考

回線工事

現システム

新システム

・インターネット回線を最大10Mbps→200Mbpsに
変更
　イントラネット回線を校長室、普通教室等に拡張敷設工事 試験運用

新システム

現システム

機器設置 ・PC教室機器は夏休み中に入替

入替・研修

入替・研修 試験運用 新システム

資料３－１
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教育ネットワークシステムの検討結果について

１ 検討会 

（１）小田原市教育ネットワークシステム検討会 

・平成２４年４月に設置

・構成メンバー：検討会１０名、部会１０名

教育部長、教育部副部長、小・中学校（校長会、教頭会、総括教諭、教諭の代表）

情報システム課、建築課、教育総務課、保健給食課、教育指導課

・事務局：４名

教育部管理監、教育総務課、教育指導課

（２）開催実績 

１ 平成２４年４月 第１回検討会 現状と諸課題の整理、新システム構築について

２ ５月 第１回部会 
校務支援システム導入及びハード更新方法の調査研究 

３ ６月 第２回検討会

４
７月

先進地の視察 静岡県富士市（庁舎・学校） 

５ 第２回部会 
提案要件について 

６ ８月 第３回検討会

７
１１月

第４回検討会 1次審査（書類審査） 

８ 第５回検討会 2次審査（プレゼンテーション審査）、最優秀提案の選定

２ 新システムで実現したいこと 

（１）回線の高速化 

現状 計画 

・インターネット閲覧等、回線の速度が遅い ・回線を高速化 

（２）校務用ＰＣの増設 

現状 計画 

・８８８台を整備（購入端末６２９台、

リース端末２５９台） 

・１，２７６台を整備（既存購入端末６２９台、

リース端末２５９台更新＋３８８台増）

・教職員、事務職等に１人１台を整備

本庁舎
センターサーバ

曽我小・片浦小
旧片浦中

その他の
小・中学校

OCTV 網NTT網

インター
ネット

外部
センターサーバ

全小・中学校

高速回線

インター
ネット

理論値（最大）
10Mbps→200Mbps

高速回線に切り替え

参考：平成 25 年 1 月 31 日 教育委員会定例会資料

資料３－２
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（３）校務支援システムの導入 

現状 計画 

・教職員独自の方法で処理

・通知表（票）事故調査委員会において当該

システムの導入を推奨 

・統一したシステムを導入

・校務（名簿情報管理、出欠席情報管理、通知

表(票)作成等）の効率化、子どもとふれあう
時間の確保 

（４）自宅利用環境の整備 

現状 計画 

・自宅で仕事をせざるを得ない状況 ・自宅や外出先から安全に利用可能

（５）イントラネットの拡張 

現状 計画 

・職員室、ＰＣ教室、一部の特別教室 ・校長室、事務室、普通教室、図書室等に拡張

（６）ホームページ更新システムの導入 

現状 計画 

・教育研究所で更新 ・学校現場や出先から、迅速な更新（情報発信）

（７）緊急情報発信システムの導入 

現状 計画 

・独自でシステムを導入している学校も存在

・運用や機能にばらつき 

・統一したシステムを導入

・迅速な緊急情報の発信 

（８）保守管理体制の整備、コストの削減 

現状 計画 

・回線、ハードウェア、ソフトウェア、運用

支援、保守を別々に契約

・障害発生時、原因究明が困難 

・教育ネットワークシステム全体（回線、ハー

ドウェア、ソフトウェア、運用支援、保守）

の一括契約

・全ての相談（充実）窓口の一元化、保守管理

の強化

・スケールメリットによるコストの削減 

インターネット環境があればどこでも利用可能

データは
外部サーバに保存

紛失、ウイルス感染等のリスクが高い

学校管理USB メモリを

利用

学校 自宅

自宅 外出先

学校



体罰の実態把握に係る調査結果について 

神奈川県教育委員会は、文部科学省の依頼に基づき、県内全公立学校を対象に、体罰

の実態把握に係る調査を行いました。 
また、県内全私立学校については、県民局が各学校の状況を取りまとめました。 

１ 調査内容 

平成24年度の教育活動における体罰の有無とその内容 

２ 調査方法 

（１）県立学校（高等学校143校、中等教育学校２校、特別支援学校26校 計171校） 

ア 教職員向け調査 

① 調査期間 平成25年１月31日～２月５日 

② 調査対象 全県立学校の教職員、部活動インストラクター等 約13,200人 

③ 調査方法 質問紙法(アンケート)により管理職へ提出 

イ 児童生徒・保護者向け調査 

① 調査期間 平成25年１月31日～２月13日 

② 調査対象 全県立学校の児童生徒  約125,000人及びその保護者

③ 調査方法 質問紙法(アンケート)により県教育委員会へ直接郵送 

（２）市町村立学校（小学校860校(分校２校を含む)、中学校415校(分校２校を含む)

高等学校15校、特別支援学校18校 計1,308校） 

ア 教職員向け調査 

① 調査期間 県の実施要項に基づき、各市町村教育委員会が定める 

② 調査対象 全市町村立学校の教職員等 約40,000人

③ 調査方法 市町村教育委員会が定めた質問紙や聴き取りなどにより実施 

イ 児童生徒・保護者向け調査 

① 調査期間 県の実施要項に基づき、各市町村教育委員会が定める 

② 調査対象  全市町村立学校の児童生徒 約688,000人及びその保護者

③ 調査方法 市町村教育委員会が定めた質問紙や聴き取りなどにより実施 

（３）私立学校（小学校28校、中学校59校、高等学校80校、中等教育学校３校 

特別支援学校２校 計172校） 

① 調査期間 平成25年２月１日～５月17日 

② 調査対象 全私立学校の教職員等  約6,000人

同児童生徒  約110,700人及びその保護者 

③ 調査方法 各学校が工夫し実施 

平成25年６月７日 

県教委記者発表資料より 



（４）小田原市立学校（小学校25校、中学校11校） 

ア 教職員向け調査 

① 調査期間 平成25年２月４日～２月５日 

② 調査対象 市立学校の教職員等 約1,000人

③ 調査方法 質問紙法(アンケート)により管理職へ提出 

イ 児童生徒・保護者向け調査 

① 調査期間 平成25年２月20日～２月26日 

② 調査対象  全市立学校の児童生徒 約15,000人及びその保護者

③ 調査方法 質問紙法(アンケート)により各校に設置した回収箱へ提出      

開封せず回収箱ごと市教育委員会へ提出 

３ 体罰と判断した基準 

（１） 身体に対する侵害（殴る、蹴る、叩く、出席簿で叩く、ボールをぶつける等） 

（２） 肉体的苦痛を与える行為（長時間の正座等） 

４ 本県における体罰の発生状況（平成24年度分の学校種別） 

※ 合計欄第１次報告の34人については、平成24年４月～平成25年１月に発生し、すでに

処分等を行った事案数。（２月末に報告済み） 

※ 合計欄第２次報告の128人については、平成24年４月～平成25年３月に発生し、第１

次報告以外に新たに把握した事案数。 

※ 市町村立は、政令市を含む。 

※ 国立附属学校は、除く。 

５ 今後の県の取組み 

（１）「体罰の根絶に向けたガイドライン」の作成、配付 

（２）校内研修用資料の作成、配付 

（３）体罰防止に特化した研修会の開催 

（４）部活動外部指導者研修会の開催 

（５）外部委員による体罰によらない部活動指導のあり方等についての検討

（６）体罰被害に関する相談窓口の新設（県教育委員会内） 

※ 私立学校については、上記（１）･（２）の資料を参考送付します。 

1次 2次 計 1次 2次 計 1次 2次 計 1次 2次 計

小学校 － － － 3 18 21 0 0 0 3 18 21
中学校

(付属中学校を含む)
－ － － 17 36 53 1 1 2 18 37 55

高等学校 7 68 75 0 1 1 6 1 7 13 70 83
中等教育学校 0 0 0 － － － 0 0 0 0 0 0
特別支援学校 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3

計 7 71 78 20 55 75 7 2 9 34 128 162

県立 市町村立 私立
学校種

合計

資料４ 



県立・市町村立・私立学校の体罰の発生状況 

◆ 平成24年度に把握した体罰事案  １６２人（第１，２次報告） 

１ 体罰の場面 

体罰が行われた場面の分類では、「部活動」が162件中74件（45.7％）と半数近くを占

め、次に「授業中」が45件（27.8％）、「休み時間」が17件（10.5％）と続いている。 

表：体罰の場面別内訳

場面 県立
市町
村立

私立 計

部活動 39 30 5 74
授業中 22 22 1 45
休み時間 7 9 1 17
放課後 2 5 2 9
ＨＲ 3 2 0 5
学校行事 2 2 0 4
その他 3 5 0 8

計 78 75 9 162

２ 体罰の場所 

体罰がどの場所で行われたかの分類では、「運動場、体育館」が162件中83件

（51.2％）と最も多く半数以上を占め、次に「教室」が50件（30.9％）と続いている。 

これは、「部活動」での事案が多いことからも推測できる結果となった。 

表：体罰発生の場所別内訳

場所 県立
市町
村立

私立 計

運動場、体育館 42 36 5 83
教室 21 26 3 50
廊下、階段 5 8 1 14
生徒指導室 0 1 0 1
職員室 0 0 0 0
その他 10 4 0 14

計 78 75 9 162

内訳 

小学校21人 中学校55人 高等学校83人 中等教育学校０人 特別支援学校３人

45.7%

27.8%

10.5%

5.6%
3.1% 2.5%4.9%

部活動

授業中

休み時間

放課後

ＨＲ

学校行事

その他

51.2%
30.9%

8.6%

0.6%
0.0%

8.6%
運動場、体育館

教室

廊下、階段

生徒指導室

職員室

その他



３ 体罰の態様 

  体罰がどのような態様で行われたのかの分類では、「素手で殴る」が162件中85件

（52.5％）と最も多く半数以上を占め、次に「蹴る」が23件（14.2％）、「棒などで殴

る」が16件（9.9％）と続いている。 

  「その他」の内容としては、「正座」「ボールをぶつけた」などがある。 

52.5%

14.2%

9.9%

8.0%

4.3% 11.1%
素手で殴る

蹴る

棒などで殴る

殴る及び蹴る等

投げる・転倒させる

その他

表：体罰の態様別内訳

態様 県立
市町
村立

私立 計

素手で殴る 39 39 7 85
蹴る 8 15 0 23
棒などで殴る 15 1 0 16
殴る及び蹴る等 11 1 1 13
投げる・転倒させる 0 7 0 7
その他 5 12 1 18

計 78 75 9 162



市町村立学校の状況（市町村立学校の体罰の実態把握に関する緊急調査結果） 

◆ 平成24年度に把握した体罰事案  ７５人（政令市を含む、第１次，２次報告） 

１ 体罰の場面 

 体罰が行われた場面の分類では、「部活動」が75件中30件（40.0%）と最も多く、次に

「授業中」が22件（29.3%）と続いている。 

表：体罰の場面別内訳

場面 計

部活動 30
授業中 22
休み時間 9
放課後 5
ＨＲ 2
学校行事 2
その他 5

計 75

２ 体罰の場所 

体罰がどのような場所で行われたかの分類では、「運動場、体育館」が75件中36件

（48.0%）と最も多く、次に「教室」が26件（34.7%）と続いている。これは、「部活動」で

の事案が多いことからも推測できる結果となった。 

表：体罰発生の場所別内訳

場所 計

運動場、体育館 36
教室 26
廊下、階段 8
生徒指導室 1
職員室 0
その他 4

計 75

内訳   

小学校２１人  中学校５３人  高等学校１人  特別支援学校０人

40.0%

29.3%

12.0%

6.7%
2.7%

2.7%6.7%

部活動

授業中

休み時間

放課後

ＨＲ

学校行事

その他

48.0%

34.7%

10.7%

1.3% 0.0% 5.3%

運動場、体育館

教室

廊下、階段

生徒指導室

職員室

その他



３ 体罰の態様 

体罰がどのような態様で行われたかの分類では、「素手で殴る」が75件中39件（52.0%）

と最も多く半数以上を占め、次に「蹴る」が15件（20.0%）と続いている。 

「その他」の内容としては、「ボールをぶつけた」「髪の毛を引っ張った」などがある。 

表：体罰の態様別内訳

態様 計

素手で殴る 39
蹴る 15
投げる・転倒させる 7
棒などで殴る 1
殴る及び蹴る等 1
その他 12

計 75

４ 緊急調査で把握した事案の具体例 

（１）体罰とした具体例（詳細は、別紙 資料５ ） 

  ・ 休み時間中、校舎３階から唾を吐いた児童を指導する際に頬を平手で叩いた。 

・ 放課後、生徒の服装について注意したが、悪態をついたので、右足で脛のあたりを

蹴り、さらに平手で頬を叩いた。 

・ 部活動中、ミスが続いた生徒の頭を自分のシューズでたたいた。また、部員の顔や

体にボールをぶつけた。 

（２） 体罰としなかった具体例 

・ 物を投げるなど他の児童に危害を加える児童を制するために、暴れた児童の体を壁

に押し付けた。 

・ 教室に帰らないと体育館に居座った児童を連れて帰るために、服などを引っ張って

引きずった。 

・ 練習試合中のプレイに対し、大きな声で指導し、叱り方が厳しかった。 

52.0%
20.0%

9.3%

1.3%
1.3% 16.0%

素手で殴る

蹴る

投げる・転倒させる

棒などで殴る

殴る及び蹴る等

その他



No 校種 職 行為の概要 ケガの有無 申告者

1 小学校 教員
掃除時間、廊下で、掃除に行くように注意をしたが、従わなかったので、平手で頭を叩い
た。

児童
保護者
教員本人

2 小学校 教員 休み時間に教室内で指導したが、非を認めないので頬を叩いた。 第三者

3 小学校 教員
授業中や給食指導中、教室で児童を指導する際に、児童を押し倒したり、胸倉をつかんで
持ち上げたりした。

保護者

4 小学校 教員 授業中、指示に従わない児童の胸倉を掴み、厳しく叱責した。 　児童

5 小学校 教員 授業中、運動場で私語をやめるよう児童を指導する際に尻を蹴った。 打ち身
児童
保護者
第三者

6 小学校 教員 授業中、教室で児童を指導する際に肩を押して倒した。
児童
保護者

7 小学校 教員
授業中、他の児童に乱暴した児童の臀部を平手で叩いた。また、授業中に教室内で話を
した児童の髪の毛をつかんで立たせ、頭部を平手で叩いた。

保護者

8 小学校 教員 授業中、教室で児童を指導する際に、平手で頭を叩いた。
本人
保護者

9 小学校 教員 休み時間中に、教室で、忘れ物をした児童を指導する際に頬を平手で叩いた。 児童

10 小学校 教員
朝の会から１時間目の授業にかけて、教室で委員会活動に遅れた児童を指導する際に、
首の後ろを掴んだ。

首の赤み 第三者

11 小学校 教員 授業中、体育館で指示に従わなかった児童に対し、暴言とともに足を蹴った。
児童
教員本人

12 小学校 教員
昼休みに大切な話をしていた際、話を聞く態度が悪かったので、後頭部を手で押して転ば
せた。

児童
保護者

13 小学校 教員
授業後に、きまりを守らない児童を指導した際に、頭を平手で叩いたり、頬をつねったりし
た。

児童

14 小学校 教員
授業中、他の児童と違う行動をしている児童を倒して腕を引っ張り、教室の外に引きずり出
した。

児童
保護者
教員本人

15 小学校 教員 休み時間中、校舎３階から唾を吐いた児童を指導する際に頬を平手で叩いた。 児童

16 小学校 教員
授業中に、児童が「手紙回し」をしているのを見つけ、関係する児童を廊下に出して頬を指
先で叩いた。

児童
保護者
教員本人

17 小学校 教員
授業中、着席指導に従わない児童の襟首を持ち廊下に出し、壁に押し付け、さらに、床に
倒れた状態で襟首をつかみ上下に２～３回揺さぶった。

すり傷
児童
保護者

18 小学校 教員 授業中、教室内で指導したが、従わなかったため、頭を叩いた。
保護者
第三者

19 中学校 教員 授業中、再三の指導に従わず授業を妨害したため臀部を蹴った。 教員本人

20 中学校 教員
授業中、指導に従わなかった生徒の頬を平手でたたいた。また、別の生徒を足払いで倒し
た。

教員本人

21 中学校 教員 部活動の練習中、繰り返し指導したが、指示通りできなかったため頬を叩いた。 口内裂傷 第三者

22 中学校 教員 部活の試合中にミスを繰り返し指示通りできなかったため臀部を蹴った。 第三者

23 中学校 教員 部活動の試合中、ミスを繰り返し、指示通りできなかったため頬を叩いた。 第三者

24 中学校 教員
部活動中、ミスについて注意した際ふてくされていたので、「ふざけるな」と平手で頬を叩い
た。

生徒
教員本人

25 中学校 教員 部活動中、取組についての指導したが、理解を示さなかったため頬を殴った。 鼻血 第三者

26 中学校 教員 部活動中、校庭で、消極的なプレーをする選手の髪の毛を手で引っ張った。
生徒
保護者
教員本人

緊急調査により把握した体罰事案の概要一覧（市町村立学校・第２次報告）



No 校種 職 行為の概要 ケガの有無 申告者

27 中学校 教員 休み時間に廊下で指導中、指導に対する態度が悪いため足を蹴った。 教員本人

28 中学校 教員
朝、部活動に参加せず教室にいた生徒に対して参加を促す指導をした際に腹部を小突い
た。

第三者

29 中学校 教員
部活動中、生徒への指導の際に肩を平手で叩いたり、ボールをぶつける等の行為を行っ
た。

保護者

30 中学校 教員 部活動の試合後、顧問が不本意な成績だった部員の足を小突き、正座させた。
生徒
保護者

31 中学校 教員
授業中、授業から離脱した生徒の背中を足で蹴った。また別の日にも、離脱した別の生徒
の頬を平手でたたいた。

教員本人

32 中学校 教員 休み時間に教室内で指導したが、素直に受け入れないため、大腿部を蹴った。
生徒
保護者

33 中学校 教員
部活動中、体育館にて移動時のマナーが悪かった部員の頬を平手でたたき、土下座させ
た。また、別の部員の太ももを蹴った。

生徒
保護者

34 中学校 教員
部活動中、体育館で、部員２名に対して、気合いを入れるため、頬を挟むように両手で顔
を叩いた。

生徒
保護者

35 中学校 教員
放課後、課題が終了したら部活動に参加するように指示したが終了しないまま参加したた
め頬を叩いた。

第三者

36 中学校 教員
授業中、教室でおしゃべりをしたり、遊んだりして集中できず、授業を妨害する生徒に対し
てげんこつで頭を叩いたり、頬をつねった。

生徒
保護者
教員本人

37 中学校 教員 授業中、落ち着いて授業を受けていないことを注意し、鼻をつまんだところ鼻血が出た。 鼻血
生徒
保護者
教員本人

38 中学校 教員 部活動中に、体育館で生徒を指導する際に、足の甲や爪先で腿や脛を蹴った。 あざ 生徒

39 中学校 教員
放課後、校舎内の踊り場で生徒を指導する際に頬を平手で打ち、腹を突き、腿を蹴るなど
した。

生徒
教員本人

40 中学校 教員
授業中、生徒と口論となり、指導のため廊下に出そうとした際、首に左腕をまわして押さえ
つけた。

頸椎捻挫
右肘打撲

生徒
保護者

41 中学校 教員
部活動の指導中、ミスを繰り返す生徒にボールを当てたり、生徒の頭や額や肩を手のひら
で叩いたり指で押したりした。

生徒
保護者
第三者

42 中学校 教員
放課後、生徒の服装について注意したが、悪態をついたので、右足で脛のあたりを蹴り、
さらに平手で頬を叩いた。

生徒
教員本人

43 中学校 教員 部活動中、体育館で、練習のルールを守らず、ふざけていた生徒の肩を押した。
生徒
保護者
教員本人

44 中学校 教員
部活動中、グランドで、部活動の帰りに買い食いをした部員２名に対して、頬を挟むように
両手で顔を叩いた。

生徒
保護者

45 中学校 教員
昼食中、教室で、指導に従わなかった生徒の髪をつまんで席を立たせ、廊下で頭部と脇
腹を拳で突いた。

生徒
教員本人

46 中学校 教員 部活動の試合中、指示した態度で取組めなかったため頬を叩いた。 鼓膜に傷 第三者

47 中学校 教員
休み時間に生活指導をした際、反抗的な態度をとってきたので、襟元を掴み壁に押し付け
た。

生徒

48 中学校 教員 部活動指導中、アドバイスを聞く態度が悪かったので頭部を平手で叩いた。
生徒
教員本人

49 中学校 教員 部活動中に、体育館で生徒を指導する際に、生徒の下半身に向けてボールをぶつけた。 保護者

50 中学校 教員
部活動中、ミスが続いた生徒の頭を自分のシューズでたたいた。また、部員の顔や体に
ボールをぶつけた。

生徒
保護者

51 中学校 教員
昼食時間中に友達に鼻血を出させた生徒に対して、少人数教室で体操服の胸倉を掴み、
ふくらはぎを蹴った。

生徒
保護者
教員本人

52 中学校 教員 部活動の練習中、顧問が鼓舞しようと部員２名の頭を平手ではたいた。 　生徒

53 中学校 教員 部活動の練習後、指示した取組みができていなかったため頬を叩いた。 第三者

54 中学校 教員
授業時間に教員に対して暴言があり、誰が言ったのかを問い質しても名乗り出る者がなく
男子生徒を廊下に出し平手で叩いた。

教員本人

55 高校 教員 部活動に無断で欠席したことを指導するため頭を叩いた。
一時聞こえ
にくくなった

生徒
保護者
教員本人



小田原市内中学校における暴力行為（生徒間暴力）について 

１ 日 時  平成２５年６月１９日（水） 午前８時４５分頃

２ 場 所  市内中学校

３ 関係者  ２年生 男子Ａ、男子Ｂ

４ 経 緯 

朝の学級活動終了後 

・２年男子Ａが男子Ｂのことを、しつこくからかった。

小競り合いとなり、ＢがＡに何度か頭突きをした。

１校時（英語） 

    ・授業が始まりＡは自分の席に伏せた状態で過ごしていた。

１校時終了後 

    ・鼻血が出たりしたので水道場でうがいをしているところを、総括教諭が見つけ保

健室へ連れて行った。

保健室での対応 

    ・左目が腫れ、吐き気もあったので、養護教諭がタクシーで市立病院へ搬送。

市立病院にて受診（検査入院中） 

    ・眼科と脳外科にて受診。しかし、吐き気が継続していることや、目が腫れている

状況もあるので、６月２１日（金）まで入院し様子をみた。ＭＲＩ検査を行い、

全身状態安定のため退院した。

    ・６月２７日（木）再検査予定である

資料４－２ 

























青少年の体験交流事業等について 

１ 指導者養成研修事業 「おだわら自然楽校 （ＯＯＴＳ） 」

青少年健全育成の担い手として継続的に活躍できる青少年指導者の、発掘・育成・資質向上を目

的とした研修事業です。

（１） 期日・場所・内容

 期  日 場  所 内  容 

基
礎
研
修

５月１９日（日） 
ＰＡＡ２１ 

冒険ロープスコース 
ゲーム deグループビルド 

６月９日（日） 真鶴町三ツ石海岸 磯遊び入門 

６月２９日（土） 塔ノ峰青少年の家 とっておきのセルフレスキュー 

９月７日（土） 市役所 リーダーシップトレーニング 

平成２６年３月 市役所 子どもたちのための体験プログラム企画づくり 

特
別
研
修

１１月２４日（日） 未定 スペシャルコラボ企画 

１２月７日（土） 市役所 プロジェクト・ワイルド 

平成２６年２月 未定 冬のアドベンチャー 

（２） 参 加 者  基礎プログラム ３５人（高校生～６０歳代 男性２９人・女性６人）

         特別プログラム ７月以降募集開始（各プログラムごとの募集）

（３） 参 加 費  各プログラム １，０００円～１，５００円／人・回

２ 青少年交流事業 「チャレンジ アンド トライ」 

各地区子ども会の代表児童（各地区男女１名ずつ、計４６人）が集い、地域の子ども会活動など

でリーダーとして活躍できるよう、各種プログラムを体験します。また、参加した子どもたちは、

学校の異なる同世代の仲間たちと、新たな交流を広げます。

（１） 期  日  ８月１０日（土）～１１日（日） ＜１泊２日＞

（２） 場  所  サンサンヒルズ小田原・城南中学校

（３） 内  容  自然観察／ナイトウォーク／ネイチャーゲーム ほか

（４） 参加募集  小学６年生・４６人（男２３人／女２３人） ※各地区の子ども会から選出

（５） 指 導 者  小田原市子ども会連絡協議会

資料 ７ 



３ 地域少年リーダー養成講座 「きらめきロビンフッド」  

子どもたちが、新しい仲間と一緒になって自然体験やキャンプスキルを習得する中で、地域で活

躍できる「少年リーダー」としての自覚と行動力を身につけていくことをねらいとしています。講

座は、２泊３日のキャンプ（宿泊研修）を中心とした全４回の年間講座です。

今年度の宿泊研修は「とびだせ おだわらっ子 ふれあいの森」をタイトルに掲げ、仲間と力を合

わせ課題解決に取組みながら、アウトドアや災害時などにも役立つサバイバル術などを体験します。

（１）期日・場所・内容

期 日 場 所 内 容

第１回 ７月１３日（土） 生涯学習センター

けやき

仲間づくりほか

第２回
８月２４日（土）～２６日（月）

※２泊 3 日
足柄ふれあいの村

野外炊事 キャンプ 自然体験

工作体験、サバイバル体験 ほか

第３回 １０月６日（日） 市役所 記念誌づくりほか

第４回 ３月２日（日） 市役所 修了証書授与 ほか

（２）参加募集  小学５・６年生 定員６０人

（３）指 導 者  小田原市青少年育成推進員協議会

（４）参 加 費  ４，０００円／人

４ 地域・世代を超えた体験学習 「あれこれ体験 in 片浦」 

参加者である小学５・６年生が、学校や学年を超えたコミュニュケーションを図り、また、世

代の異なる大人（指導者）たちと交流をしながら、創造性や自立心、豊かな人間性を育むことの

できるよう、２泊３日の宿泊体験学習を実施します。 

実施に際しては、自然や歴史、生業など地域（会場周辺）の資産を活用し、子どもたちが汗を

流しながらじっくりと経験を積める内容としており、日常体験のできないテントでの宿泊を行い

ます。 

また、この事業は、青少年の健全育成を支える指導者の実践活動の場、特に「おだわら自然楽

校」受講生たちの活躍の場としての性格を併せもっているため、１０代から６０代まで幅広い年

齢層の多くの指導者（大人）が、３日間を通して、子どもたちの指導・支援にあたります。

なお、多くの参加ができるよう、昨年度に引き続き２回の実施をいたします。

（１） 期  日  ①第１回目 ７月２６日（金）～２８日（日） ※２泊３日

②第２回目 ８月 ３日（土）～ ５日（月） ※２泊３日

 ＜同じ内容を、異なる日程で２回実施します。参加者希望者は、第１回目または第２回

目のうち、いずれか一方を選択して申し込みます＞

（２） 場  所  旧片浦中学校及び片浦地域

（３） 内  容 仲間作り／野外炊事／キャンプファイヤー／体験型ウォークラリー

食事（テーブルマナー、配膳実習）／夜の集い／ふりかえり（発表）

施設清掃 ほか

（４） 参加募集  小学５・６年生 定員：第１回目４８人／第２回目４８人 計９６人

（５） 指 導 者  地域・世代を超えた体験学習実行委員会（おだわら自然楽校受講者）

（６） 参 加 費  ７，５００円／人



議案第１７号 

工事請負契約の締結について

平成２５年６月１４日に随意契約に付した小田原市立町田小学校屋内運動場火災

復旧工事について、次のとおり請負契約を締結するため、議会の議決に付すべき契

約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年小田原市条例第５号）第２条

の規定により、議会の議決を求める必要があることから、次のとおり申出するものと

する。

１ 契 約 金 額  ３８２，８３０，０００円

２ 契約の相手方  神奈川県平塚市四之宮一丁目８番５６号

           エス・ケイ・ディ・山一産業特定建設工事共同企業体

           代表者 神奈川県平塚市四之宮一丁目８番５６号

               株式会社エス・ケイ・ディ

               代表取締役 長谷川 辰巳

３ 工    期  契約に定める日から平成２６年４月３０日まで

 平成２５年６月２５日提出 

小田原市教育委員会 

教育長 前田 輝男 






